
農用地利用計画の変更申出に必要な書類 
★の書類は、当課 HPからダウンロードしてご使用ください。 

 
１ 農用地区域からの除外や用途区分の変更手続き期間は、申出書の提出後、関係機関との協議や農業振興
地域整備計画の変更案の縦覧・異議申立期間等のため７か月以上の期間が、軽微変更は４か月以上の期間が
必要になる場合があります。 
２ 現地確認のため、町職員が申出地や既存施設に立入り、写真撮影等を行うことがあります。 
３ 申出者等に問合せやその他必要書類等の提出をお願いする場合があります。以上ご了承ください。 


